
  

 

令和７年１１月１０日 

 

   建設消防委員会 

公園管理事務所 

 

物損事故 

専  決 和解及び損害 

賠 償 の 額 

相 手 方 の 

住所・氏名 

事故発生 

年 月 日 

事故発生場所 

及び事故の内容 番号 年 月 日 

１ 令和７年 

  10月27日 

和 解 

201,004円 

 

浜松市中央区 

上島四丁目 

Ａ氏 

令和7年 

3月6日 

浜松市中央区 

上島六丁目2836番 

4地先 

物損事故 

事故の状況  午前 6時 40 分頃、相手方車両が市道上島 79号線を南進中、四ツ池公

園内の樹木が枯死のため倒木しており、相手方車両左側側面ボディ及

び周辺を損傷した物損事故である。 

負 担 割 合  浜松市 100％ 

対   策  令和 7 年 3 月 6 日（金）樹木伐採安全対策完了 

       巡視点検の徹底 

２ 令和７年 

  11月４日 

和 解 

447,501円 

 

浜松市中央区 

上島六丁目 

Ｂ氏 

令和7年 

3月6日 

浜松市中央区 

上島六丁目2836番 

4地先 

物損事故 

事故の状況  午前 6時 00 分頃、相手方車両が市道上島 79号線を南進中、四ツ池公

園内の樹木が枯死のため倒木しており、相手方車両左側側面ボディ及

び周辺を損傷した物損事故である。 

負 担 割 合  浜松市 100％ 

対   策  令和 7 年 3 月 6 日（金）樹木伐採安全対策完了 

       巡視点検の徹底 
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損害賠償請求事件 

専  決 和解及び損害 

賠 償 の 額 

相 手 方 の 

住所・氏名 

和  解 

年 月 日 
和解の内容 

番号 年 月 日 

３ 令和７年 

10月10日 

和 解 

260,700円 

 

住所不定 

Ｃ氏 

任意代理人 

浜松市中央区 

中央一丁目 

弁護士            

Ｄ氏 

令和7年 

  10月10日 

堀留緑道において発

生したトイレドアと

足元灯器物損壊事件

について、相手方は

浜松市に260,700円

を支払うことで和解

したもの。 

事件の状況  令和7年9月20日、浜松市中央区東伊場二丁目14番所在の堀留緑道におい

て、浜松市が管理する同施設の公衆トイレドア1枚及び電灯1基をＣ氏が損

壊させたことにより、浜松市に損害が発生した。 

 

和 解 条 項 １ 相手方は浜松市に対して上記記載の器物損壊行為すべてを認め、これ

を深く謝罪する。 

      ２ 相手方は浜松市に対して本事件に関する修理費用 260,700 円を支払

う。 

      ３ 浜松市と相手方は、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、浜松

市と相手方の間に何ら債権債務がないことを相互に確認する。 
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補足資料

事故状況

１．位置図及び略図



２．事故発生現場写真 

   

倒木寸法φ100 ㎜×4.0ｍ 

 

３．被害車両写真 

  

  

(4)

（A氏）



(5)

Ａ氏



(6)



(7)



２．事故発生現場写真 

   

倒木寸法φ100 ㎜×4.0ｍ 

 

３．被害車両写真 

  

  

(8)

（Ｂ氏）



(9)

Ｂ氏



(10)



補足資料 

事件情報 

 

１.位置図及び配置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

堀留緑道 

トイレドア 1 枚 

足元灯 1 基 

公園配置図 

(11)

公衆電話ボックス（NTT)



補足資料 

２.事件発生状況写真 

 R7.9.20 被害状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R7.9.22 措置状況 

 
 

トイレドア 足元灯 電話ボックス（ＮＴＴ） 

トイレドア 足元灯 

(12)



(13)

179,300+81,400＝合計￥260,700-

トイレドア

Ｃ氏



(14)

足元灯



(15)
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